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 Ⅴ-1 説明書  

  Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書 

   Ⅴ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

    Ⅴ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設） 

     

 Ⅴ-5 図面  

4.3.2 原子炉隔離時冷却系 

・第 4-3-2-1-1 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）に係る機器の配置を明示した図面（その 1） 

・第 4-3-2-1-2 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）に係る機器の配置を明示した図面（その 2） 

・第 4-3-2-1-3 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）に係る機器の配置を明示した図面（その 3） 

・第 4-3-2-1-4 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）に係る機器の配置を明示した図面（その 4） 

・第 4-3-2-1-5 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）に係る機器の配置を明示した図面（その 5） 

・第 4-3-2-1-6 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）に係る機器の配置を明示した図面（その 6） 

・第 4-3-2-1-7 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）に係る機器の配置を明示した図面（その 7） 

・第 4-3-2-2-1 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 1） 

・第 4-3-2-2-2 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 2） 

・第 4-3-2-2-3 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 3） 

・第 4-3-2-2-4 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 4） 

・第 4-3-2-2-5 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 5） 

・第 4-3-2-3-1 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）の系統図（その 1）（設計基準対象施設） 

・第 4-3-2-3-2 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）の系統図（その 2）（主蒸気系）（重大事故等対処設備） 

・第 4-3-2-3-3 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）の系統図（その 3）（重大事故等対処設備） 

・第 4-3-2-3-4 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）の系統図（その 4）（補給水系）（重大事故等対処設備） 



・第 4-3-2-3-5 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）の系統図（その 5）（高圧炉心注水系）（重大事故等対処設備） 

・第 4-3-2-3-6 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）の系統図（その 6）（復水給水系）（重大事故等対処設備） 

・原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷

却系）の構造図 原子炉隔離時冷却系ポンプ（その 1） 

【平成 4年 3月 27 日付け 3資庁第 13034 号にて認可された工事計画の第 2-4-2 図「原子

炉隔離時冷却系ポンプ構造図」による。】 

・原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷

却系）の構造図 原子炉隔離時冷却系ポンプ（その 2） 

【平成 4年 3月 27 日付け 3資庁第 13034 号にて認可された工事計画の第 2-4-3 図「原子

炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービン構造図」による。】 

・第 4-3-2-4-1 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）の構造図 原子炉隔離時冷却系ストレーナ 

・第 4-3-2-4-2 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（原子炉隔離時冷却系）の構造図 E51-F017 

・原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷

却系）の構造図 E51-F004 

【平成 4年 3月 27 日付け 3資庁第 13034 号にて認可された工事計画の第 2-4-4 図「主要

弁構造図（その１）」による。】 

・原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷

却系）の構造図 E51-F037 

【平成 4年 3月 27 日付け 3資庁第 13034 号にて認可された工事計画の第 2-4-8 図「主要

弁構造図（その５）」による。】 
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4.2 原子炉隔離時冷却系 

4.2.1 ポンプ 

名 称 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

容 量 m3/h 以上(188)  

揚 程 m 高圧時 以上(900)／低圧時 以上(186) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 吸込側 1.37／吐出側 11.77 

最 高 使 用 温 度 ℃ 77，120 

原 動 機 出 力 kW 740 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

原子炉隔離時冷却系ポンプは，設計基準対象施設として原子炉停止後何らかの原因で復水・給

水が停止した場合等に原子炉水位を維持（原子炉冷却材補給機能）するため及び原子炉冷却材喪

失時に炉心を冷却（非常用炉心冷却系機能）するために設置する。 

また，原子炉隔離時冷却系ポンプの運転に必要な弁等は，蓄電池を電源としており，全交流電

源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始

されるまでの間においても中央制御室から操作及び監視を行うことができる設計とする。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子隔

離時冷却系）として使用する原子炉隔離時冷却系ポンプは，以下の機能を有する。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防

止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，原子炉隔離時冷却系ポンプにより復水貯蔵槽の水を原子炉圧力容器へ注水するこ

とで炉心を冷却できる設計とする。 

 

1. 容量 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却系ポンプの容量は，復水・給水停止時に

崩壊熱により減少する冷却材蒸発量  m3を上回る冷却材を供給し，原子炉水位を維持でき

る容量  m3/h に原子炉隔離時冷却系補機への冷却水容量  m3/h を加えた  m3/h 以上とす

る。 

また，原子炉冷却材喪失時に炉心を冷却（非常用炉心冷却系機能）するために必要な容量は

 m3/h であるが，安全解析上は原子炉冷却材補給機能と同じ容量としているため，原子炉冷

却材補給機能の必要容量に原子炉隔離時冷却系補機への冷却水容量  m3/h を加えた  m3/h 
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以上とする。 

 

以上より，原子炉隔離時冷却系ポンプの容量は，  m3/h 以上とする。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプを重大事故等時に使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同

仕様で有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）に使用しているため，  m3/h

以上とする。 

 

公称値については  ，188m3/h とする。 

 

2. 揚程 

原子炉隔離時冷却系ポンプの揚程は，原子炉冷却材補給機能と非常用炉心冷却系機能のう

ち，必要揚程の大きい非常用炉心冷却機能を考慮して決定する。 

 

 2.1 高圧時  m 以上 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却系ポンプの高圧時の揚程は，施設時と

系統構成を含めて変わらないため，必要流量注入時の炉圧と復水貯蔵槽又はサプレッション

チェンバ内圧力との差  MPa（＝  m）に系統配管・弁類圧力損失  m 及び静水頭 

 m を加えた値が  mであることから，  m以上とする。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプを重大事故等時に使用する場合の高圧時の揚程は，設計基準対

象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，  m 以上とす

る。 

 

公称値については，要求される揚程を上回る 900m とする。 

 

 2.2 低圧時  m 以上 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却系ポンプの低圧時の揚程は，施設時と

系統構成を含めて変わらないため，必要流量注入時の炉圧と復水貯蔵槽，又はドライウェル

内圧力との差  MPa（＝  m）にドライウェルとサプレッションチェンバの差圧  m，

系統配管・弁類圧力損失  m 及び静水頭  m を加えた値が  mであることから，  m

以上とする。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプを重大事故等時に使用する場合の低圧時の揚程は，設計基準対

象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，  m 以上とす

る。 

 

公称値については，要求される揚程を上回る 186m とする。 
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3. 最高使用圧力 

 3.1 最高使用圧力（吸込側） 1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却系ポンプの吸込側の最高使用圧力は，

主配管「サプレッションプール水合流部～原子炉隔離時冷却系ポンプ」の最高使用圧力と同

じ 1.37MPa とする。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプを重大事故等時において使用する場合の吸込側の圧力は，設計

基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa と

する。 

 

 3.2 最高使用圧力（吐出側） 11.77MPa 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却系ポンプの吐出側の最高使用圧力は，

水源圧力（事故時ピーク圧力）  MPa，静水頭 0.07MPa，原子炉隔離時冷却系ポンプの締

切運転時の揚程  m（＝  MPa）の合計が  MPa となることから，これを上回る

圧力として 11.77MPa とする。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプを重大事故等時において使用する場合の吐出側の圧力は，設計

基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，11.77MPa

とする。 

 

4. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却系ポンプの最高使用温度は，主配管「サ

プレッションプール水合流部～原子炉隔離時冷却系ポンプ」の最高使用温度と同じ 77℃とす

る。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，原子炉隔離時冷

却系ストレーナの重大事故等時における使用温度と同じ 120℃とする。 

 

5. 原動機出力 

原子炉隔離時冷却系ポンプの原動機出力は，定格流量時の軸動力を基に設定している。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ 

η＝
Ｐｗ

Ｐ
×100 

 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

 

Ｐ＝
10-3・ρ・ｇ・Ｑ・Ｈ

η／100
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Ｐ  ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ  ：密度(kg/m3)            ＝1000 

ｇ  ：重力加速度(m/s2)          ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)             ＝188/3600 

Ｈ  ：揚程(m)               ＝900 

η  ：ポンプ効率（％）（設計計画値）    ＝  

 

Ｐ＝
10-3×1000×9.80665×

188
3600

×900

／100
=  ≒   kW 

 

上記から，原子炉隔離時冷却系ポンプの原動機出力は，必要軸動力  kW を上回る 740kW と

する。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準

対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，740kW とする。 

 

6. 個数 

原子炉隔離時冷却系ポンプ（原動機含む。）は，設計基準対象施設として復水貯蔵槽の冷却水

又はサプレッションチェンバのプール水を原子炉圧力容器に注水するために必要な個数であ

る 1 個設置する。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプ（原動機含む。）は，設計基準対象施設として 1個設置しているも

のを重大事故等対処設備として使用する。 
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4.2.2 ろ過装置 

名 称 原子炉隔離時冷却系ストレーナ 

容 量 m3/h/組 以上（  ） 

最 高 使 用 圧 力 kPa ―［310］ 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104，120 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

原子炉隔離時冷却系ストレーナは，設計基準対象施設としてサプレッションチェンバのプール

水内の異物による原子炉隔離時冷却系ポンプや給水スパージャ等下流の系統内機器の機能低下

を防止するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子隔

離時冷却系）として使用する原子炉隔離時冷却系ストレーナは，以下の機能を有する。 

 

原子炉隔離時冷却系ストレーナは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計

基準事故対処設備が有する発電用原子炉冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，水源としてサプレッションチェンバを使用する場合において，サプレッションチ

ェンバのプール水内の異物を原子炉隔離時冷却系ストレーナによりろ過し，原子炉隔離時冷却系

ポンプにより原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

1. 容量 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却系ストレーナの容量は，原子炉隔離時冷

却系ポンプのサプレッションチェンバからの必要吸込量と同じ，  m3/h/組以上とする。 

 

原子炉隔離時冷却系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対

象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，  m3/h/組以上と

する。 

 

公称値については要求される容量と同じ  m3/h/組とする。 

 

2. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却系ストレーナの最高使用圧力は，その機

能及び構造上耐圧機能を必要としないため最高使用圧力は設定されないが，ここではサプレッ

ションチェンバの最高使用圧力を［ ］内に示しており，310kPa とする。 
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 原子炉隔離時冷却系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の使用圧力は，その機

能及び構造上耐圧機能を必要としないため設定されないが，ここではサプレッションチェンバ

の重大事故等時における使用圧力を［ ］内に示しており，310kPa とする。 

 

3. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却系ストレーナの最高使用温度は，サプレ

ッションチェンバの最高使用温度と同じ 104℃とする。 

 

原子炉隔離時冷却系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等

対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において原子炉隔離時冷却系

使用時におけるサプレッションチェンバのプール水の温度が最大となる事故シーケンス（原子

炉停止機能喪失時）により約  ℃であるため，これを上回る 120℃とする。 

 

4. 個数 

原子炉隔離時冷却系ストレーナは，設計基準対象施設として異物をろ過するために必要な個

数である，2個 1組を設置する。 

 

原子炉隔離時冷却系ストレーナは，設計基準対象施設として 2個 1組設置しているものを重

大事故等対処設備として使用する。 
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4.2.3 安全弁及び逃がし弁 

名 称 E51-F017 

吹 出 圧 力 MPa 1.37 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

E51-F017 は，主配管「原子炉隔離時冷却系ストレーナ～サプレッションプール水合流部」上に

設置する逃がし弁であり，設計基準対象施設として，主配管「原子炉隔離時冷却系ストレーナ～

サプレッションプール水合流部」の圧力が，最高使用圧力になった場合に開動作して最高使用圧

力以下に維持できる設計とする。 

重大事故等対処設備としては，主配管「原子炉隔離時冷却系ストレーナ～サプレッションプー

ル水合流部」の圧力が重大事故等時における使用圧力になった場合に開動作して重大事故等時に

おける使用圧力以下に維持できる設計とする。 

 

1. 吹出圧力 

設計基準対象施設として使用する E51-F017 の吹出圧力は，当該逃がし弁が接続する主配管

「原子炉隔離時冷却系ストレーナ～サプレッションプール水合流部」の最高使用圧力と同じ

1.37MPa とする。 

 

E51-F017 を重大事故等時において使用する場合の吹出圧力は，設計基準対象施設と同様の使

用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

2. 個数 

E51-F017 は，設計基準対象施設として主配管「原子炉隔離時冷却系ストレーナ～サプレッシ

ョンプール水合流部」の圧力を最高使用圧力以下に維持するために必要な個数である 1個設置

する。 

 

E51-F017 は，設計基準対象施設として 1個設置しているものを重大事故等対処設備として使

用する。 

 

 

 

 

  



 

185 

K
7
 
①
 Ⅴ

-
1-
1
-
5-
3
 
R0
 

4.2.4 主配管 

名 称 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

蒸気入口配管分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62，9.22 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302，306 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，原子炉隔離時冷却系分岐部と蒸気入口配管分岐部を接続する配管であり，設計基準

対象施設として原子炉圧力容器より駆動蒸気を原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービン

へ送るために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器より駆動蒸気を原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動

用蒸気タービン，高圧代替注水系ポンプへ供給するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使用圧力

と同じ 8.62MPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，原子炉圧力容器の重大事故等時にお

ける使用圧力と同じ 9.22MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，原子炉圧力容器の最高使用温度

と同じ 302℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，原子炉圧力容器の重大事故等時にお

ける使用温度と同じ 306℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプのう

ち最も大きい原子炉隔離時冷却系ポンプの駆動に必要な容量を基に設定しており，重大事故等

時に使用する原子炉隔離時冷却系ポンプの駆動に必要な容量が設計基準対象施設として使用

する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流

速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，165.2mm とする。 
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名 称 

蒸気入口配管分岐部 

～ 

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービン 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，蒸気入口配管分岐部と原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービンまでを接続す

る配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として主蒸気系から蒸気を原子炉隔離

時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービンへ供給するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使用圧力

と同じ 8.62MPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，8.62MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，原子炉圧力容器の最高使用温度

と同じ 302℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，302℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を重大事故等時に使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔離時冷却

系ポンプの駆動に必要な容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔離時冷却

系ポンプの駆動に必要な容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様である

ため，本配管の外径は，メーカ内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象

施設の外径と同仕様で設計し，165.2mmとする。 
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名 称 

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービン 

～ 

蒸気出口配管合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 184 

外 径 mm 267.4，355.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービンと蒸気出口配管合流部を接続する配

管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸

気タービンからの排気蒸気をサプレッションチェンバへ供給するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動

用蒸気タービン排気圧力高（タービントリップ）設定値 0.83MPa を上回る圧力とし，0.98MPa と

する。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0.98MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，最高使用圧力 0.98MPa の飽和温

度約 179℃を上回る 184℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，184℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を重大事故等時に使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔離時冷却

系ポンプの駆動に必要な容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔離時冷却

系ポンプの駆動に必要な容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様である

ため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対

象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mm，355.6mm とする。 
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名 称 

蒸気出口配管合流部 

～ 

サプレッションチェンバ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 184 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，蒸気出口配管合流部とサプレッションチェンバを接続する配管であり，設計基準対

象施設として原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービンからの排気蒸気をサプレッション

チェンバへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービン，高圧代替注水

系ポンプからの排気蒸気をサプレッションチェンバへ供給するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ駆動用蒸気タービン～蒸気出口配管合流部」の最高使用圧力と同じ 0.98MPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，主配管「原子炉隔離時冷却系ポンプ

駆動用蒸気タービン～蒸気出口配管合流部」の使用圧力と同じ 0.98MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ駆動用蒸気タービン～蒸気出口配管合流部」の最高使用温度と同じ 184℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，主配管「原子炉隔離時冷却系ポンプ

駆動用蒸気タービン～蒸気出口配管合流部」の使用温度と同じ 184℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプのう

ち最も大きい原子炉隔離時冷却系ポンプの駆動に必要な容量を基に設定しており，重大事故等

時に使用する原子炉隔離時冷却系ポンプの駆動に必要な容量が設計基準対象施設として使用

する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流

速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mm とする。 
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名 称 

E51-F001 

～ 

サプレッションプール水合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 77 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，E51-F001 とサプレッションプール水合流部を接続する配管であり，設計基準対象施

設及び重大事故等対処設備として復水貯蔵槽から冷却水を原子炉隔離時冷却系ポンプへ供給す

るために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，配管フラッシング時に補給水系

からの圧力がかかるため，復水移送ポンプの最高使用圧力と同じ 1.37MPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，ブローダウン期間中のサプレッ

ションチェンバのプール水温上限値と同じ 77℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，復水貯蔵槽の重大事故等時における

使用温度 66℃を上回る 77℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔離

時冷却系ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔離時冷却系ポン

プの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕

様で設計し，216.3mm とする。 
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名 称 

サプレッションプール水合流部 

～ 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 77，120 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，サプレッションプール水合流部と原子炉隔離時冷却系ポンプを接続する配管であ

り，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として復水貯蔵槽及びサプレッションチェンバか

ら冷却水を原子炉隔離時冷却系ポンプへ供給するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，配管フラッシング時に補給水系

からの圧力がかかるため，復水移送ポンプの最高使用圧力と同じ 1.37MPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，ブローダウン期間中のサプレッ

ションチェンバのプール水温上限値と同じ 77℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，原子炉隔離時冷却系ストレーナの重

大事故等時における使用温度と同じ 120℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔離

時冷却系ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔離時冷却系ポン

プの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕

様で設計し，216.3mm とする。 
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名 称 

原子炉隔離時冷却系ストレーナ 

～ 

サプレッションプール水合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.31，1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104，77，120 

外 径 mm  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，原子炉隔離時冷却系ストレーナとサプレッションプール水合流部を接続する配管で

あり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としてサプレッションチェンバのプール水を原

子炉隔離時冷却系ポンプへ供給するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 1.1 最高使用圧力 0.31MPa 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧

力と同じ 0.31MPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0.31MPa とする。 

 

 1.2 最高使用圧力 1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，配管フラッシング時に補給水

系からの圧力がかかるため，復水移送ポンプの最高使用圧力と同じ 1.37MPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

 2.1 最高使用温度 104℃ 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，サプレッションチェンバの最

高使用温度と同じ 104℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，原子炉隔離時冷却系ストレーナの

重大事故等時における使用温度と同じ 120℃とする。 
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 2.2 最高使用温度 77℃ 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，ブローダウン期間中のサプレ

ッションプール水温上限値と同じ 77℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，原子炉隔離時冷却系ストレーナの

重大事故等時における使用温度と同じ 120℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔離

時冷却系ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔離時冷却系ポン

プの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕

様で設計し， mm とする。 
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名 称 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

～ 

原子炉隔離時冷却系配管 B21-F056B 出口合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 11.77，8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 77，120，302 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，原子炉隔離時冷却系ポンプと原子炉隔離時冷却系配管 B21-F056B 出口合流部を接続

する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として原子炉隔離時冷却系ポンプか

ら冷却水を原子炉圧力容器へ注水するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

 1.1 最高使用圧力 11.77MPa 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉隔離時冷却系ポンプの

吐出側の最高使用圧力と同じ 11.77MPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，原子炉隔離時冷却系ポンプの吐出

側の重大事故等時における使用圧力と同じ 11.77MPa とする。 

 

 1.2 最高使用圧力 8.62MPa 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使用圧

力と同じ 8.62MPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，8.62MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

 2.1 最高使用温度 77℃ 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，ブローダウン期間中のサプレ

ッションプール水温上限値と同じ 77℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，原子炉隔離時冷却系ストレーナの

重大事故等時における使用温度と同じ 120℃とする。 
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 2.2 最高使用温度 302℃ 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，原子炉圧力容器の最高使用温

度と同じ 302℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，302℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔離

時冷却系ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔離時冷却系ポン

プの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕

様で設計し，165.2mm とする。 
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第 4-3-2-2-1～5 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊15 
名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

（MPa） 

最 高 使 用 

温 度 

（℃） 

外 径 

（mm） 

厚 さ 

（mm） 
材 料 

原 

子 

炉 

隔 

離 

時 

冷 

却 

系 

＊1 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

蒸気入口配管分岐部 
8.62＊2 302 

165.2＊3 14.3＊3 STS410＊4 

原 

子 

炉 

隔 

離 

時 

冷 

却 
系 

＊5 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

蒸気入口配管分岐部 

変更なし 

9.22＊6 

変更なし 

306＊6 
変更なし 

1 

165.2＊3，＊7 14.3＊3，＊7 
＊4，＊7

STS410 

 
2 

165.2＊3 14.3＊3 STPT410＊8 変更なし 3 

― 8.62 302 

   ＊3 

 165.2 

/165.2 

/165.2 
 

   ＊3 

 14.3 

/14.3 

/14.3 
 

STPT410 4 

＊1 

蒸気入口配管分岐部 

～ 

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用

蒸気タービン 

8.62＊2 302 

165.2＊3 14.3＊3 STPT410＊8 

変更なし 

5 
     ＊3 

 165.2 

/ ― 

/165.2 
 

     ＊3 

 14.3 

/ ― 

/14.3 
 

STPT410＊8 6 

165.2＊3，＊7 14.3＊3，＊7 
＊7，＊8

STPT410 

 
7 

     ＊3 

 165.2 

/165.2 

/ ― 
 

     ＊3 

 14.3 

/14.3 

/ ― 
 

STPT410＊8 8 

＊9 

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用

蒸気タービン 

～ 

蒸気出口配管合流部 

0.98＊2 184 

267.4＊3 9.3＊3 STPT410＊8 9 
     ＊3 

 355.6 

/ ― 

/267.4 
 

     ＊3 

 11.1 

/ ― 

/ 9.3 
 

STPT410＊8 10 

355.6＊3 11.1＊3 STPT410＊8 11 
     ＊3 

 355.6 

/355.6 

/ ― 
 

     ＊3 

 11.1 

/11.1 

/ ― 
 

STPT410＊8 12 

355.6＊3，＊7 11.1＊3，＊7 
＊7，＊8

STPT410 

 
13 

＊9 

蒸気出口配管合流部 

～ 

サプレッションチェンバ 

― 

＊5 

蒸気出口配管合流部 

～ 

サプレッションチェンバ 

0.98 184 

  ＊3 

 355.6 

/355.6 

/355.6 
 

   ＊3 

 11.1 

/11.1 

/11.1 
 

STPT410 14 

0.98＊2 184 

355.6＊3，＊7 11.1＊3，＊7 
＊7，＊8

STPT410 

 

変更なし 

15 

355.6＊3 11.1＊3 STPT410＊8 16 

355.6＊3 11.1＊3 SUS316TP 17 

355.6＊3，＊10 11.1＊3，＊10 SUS316＊10 18 
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 変  更  前 変  更  後 

NO.＊15 
名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

（MPa） 

最 高 使 用 

温 度 

（℃） 

外 径 

（mm） 

厚 さ 

（mm） 
材 料 

原

子

炉

隔

離

時

冷

却

系 

＊11 

E51-F001 

～ 

サプレッションプール水合流部 

1.37＊2 77 216.3＊3 8.2＊3 STPT410＊8 

原

子

炉

隔

離

時

冷

却

系 

変更なし 19 

＊11 

サプレッションプール水合流部 

～ 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 
 1.37＊2 77 

     ＊3 

 216.3 

/216.3 

/216.3 

     ＊3 

 8.2 

/8.2 

/8.2 

STPT410＊8 

変更なし 
変更なし 

120＊6 
変更なし 

20 

216.3＊3
 8.2＊3 STPT410＊8 21 

216.3＊3，＊7 8.2＊3，＊7 
＊7，＊8

STPT410 

 
22 

＊12 

原子炉隔離時冷却系ストレーナ 

～ 

サプレッションプール水合流部 
0.31＊2 104 

   ＊3，＊13 

  

 

 
 

   ＊3，＊13 

  

 

 
 

＊13 

変更なし 

変更なし 

120＊6 
変更なし 

23 

216.3＊3 8.2＊3 STPT410＊8 24 

1.37＊2 77 216.3＊3 8.2＊3 STPT410＊8 
変更なし 

120＊6 
変更なし 25 

＊14 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

～ 

原子炉隔離時冷却系配管 B21-F056B 

出口合流部 11.77＊2 77 

165.2＊3 18.2＊3 STPT410＊8 

変更なし 
変更なし 

120＊6 
変更なし 

26 

165.2＊3，＊7 18.2＊3，＊7 
＊7，＊8

STPT410＊4 

 
27 

     ＊3 

 165.2 

/165.2 

/ ―  
 

     ＊3 

 18.2 

/18.2 

/ ―  
 

STPT410＊8 28 

8.62＊2 302 165.2＊3 14.3＊3 STPT410＊8 変更なし 29 

注記＊1 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「主蒸気系から原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービンまで」と記載。 

＊2 ：SI 単位に換算したものである。 

＊3 ：公称値を示す。 

＊4 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STS42」と記載。設計内容は，設計図書による。 

＊5 ：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（高圧代替注水系）と兼用。 

＊6 ：重大事故等時の使用時の値。 

＊7 ：エルボを示す。 

＊8 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STPT42」と記載。設計内容は，設計図書による。 

＊9 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービンからサプレッションチェンバへ」と記載。 

＊10：記載の適正化を行う。記載内容は，平成 4年 3月 27 日付け資庁第 13034 号にて認可された工事計画のⅣ-3-1-4-1-1「管の基本板厚計算書」による。 

＊11：記載の適正化を行う。既工事計画書には「高圧炉心注水系から原子炉隔離時冷却系ポンプまで」と記載。 

＊12：記載の適正化を行う。既工事計画書には「サプレッションチェンバからポンプ入口配管まで」と記載。 

＊13：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

＊14：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉隔離時冷却系ポンプから復水給水系まで」と記載。 

＊15：第 4-3-2-2-1～5図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 



 1

第 4-3-2-2-1～5 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉

隔離時冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 
［主配管］ 

管ＮＯ.1＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 165.2 
＋2.4mm 

－1.6mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 14.3 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.2＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 355.6 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 11.1 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

注記＊：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 
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第 4-3-2-4-1 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔

離時冷却系）の構造図 原子炉隔離時冷却系ストレーナ 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[原子炉隔離時冷却系ストレーナ] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径   mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

長さ     mm 同上 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 
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